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１【提出理由】

東京インフラ・エネルギー投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社である東京インフラアセットマネジメント株

式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）は、2025年2月18日、本資産運用会社の社内規程である利益超過分配に

係る規程を変更し、分配方針（利益を超える金銭の分配）について一部変更を行うことを決議しましたので、金融商品取

引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第3号の規定に基づ

き、本臨時報告書を提出するものです。

 

２【報告内容】

（１）変更の内容についての概要

　変更内容は以下のとおりです。

 （変更箇所は下線部分）
 

現行の利益超過分配に係る規程 変更後の現行の利益超過分配に係る規程

（前略） （前略）

第2条（利益超過分配に係る基本方針） 第2条（利益超過分配に係る基本方針）

当会社は、本投資法人につき、利益の範囲内で行う金銭の

分配に加え、以下の方針に従い、原則として毎期継続的に

利益を超えた金銭の分配（出資の払戻し）を行う方針とす

る。

当会社は、本投資法人につき、利益の範囲内で行う金銭の

分配に加え、以下の方針に従い、原則として毎期継続的に

利益を超えた金銭の分配（出資の払戻し）を行う方針とす

る。

1　（中略） 1　（中略）

2　当会社は、本投資法人につき、運用資産の特性や借入

金等の資金調達を通じて確保される一定額以上の現預金

残高（余剰現金）も考慮の上、財務の健全性の維持を十

分に考慮した上で、長期修繕計画に基づき想定される各

営業期間の資本的支出等に影響を及ぼさず、かつ、資金

需要（投資対象資産の新規取得、保有資産の維持・向上

に向けて必要となる資本的支出等、本投資法人の運転資

金、債務の返済及び分配金の支払等）に対応するため、

融資枠等の設定状況や中期的な減価償却費、繰延資産の

金額と借入返済、資本的支出の金額のバランスを勘案の

上、妥当と考える金額について、原則として、毎期継続

的に利益を超えた金銭の分配（出資の払戻し）として分

配する。ただし、本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼ

さない範囲で、かつ、当該営業期間の減価償却費の40%を

目途とする。

2　当会社は、本投資法人につき、運用資産の特性や借入

金等の資金調達を通じて確保される一定額以上の現預金

残高（余剰現金）も考慮の上、財務の健全性の維持を十

分に考慮した上で、長期修繕計画に基づき想定される各

営業期間の資本的支出等に影響を及ぼさず、かつ、資金

需要（投資対象資産の新規取得、保有資産の維持・向上

に向けて必要となる資本的支出等、本投資法人の運転資

金、債務の返済及び分配金の支払等）に対応するため、

融資枠等の設定状況や中期的な減価償却費、繰延資産の

金額と借入返済、資本的支出の金額のバランスを勘案の

上、妥当と考える金額について、原則として、毎期継続

的に利益を超えた金銭の分配（出資の払戻し）として分

配する。ただし、本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼ

さない範囲で、かつ、次項の一時的な利益超過分配の分

配額と合わせて法令等（投信協会の定める規則を含

む。）に定める金額を上限とする。

3　（中略） 3　（中略）

4　前2項にかかわらず、当会社は、国内外の経済環境、再

生可能エネルギー発電事業に関する市場環境、本投資法

人の財務状況その他の諸般の事情を総合的に勘案して、

再生可能エネルギー発電設備の修繕や資本的支出への活

用、借入金又は投資法人債の返済又は償還、新規物件の

取得資金への充当、自己投資口の取得等の他の選択肢に

ついても検討の上、利益を超えた金銭の分配（出資の払

戻し）を実施せず、又は前2項の目途又は上限より少ない

金額の利益超過分配に留めることもできる。

4　前2項にかかわらず、当会社は、国内外の経済環境、再

生可能エネルギー発電事業に関する市場環境、本投資法

人の財務状況その他の諸般の事情を総合的に勘案して、

再生可能エネルギー発電設備の修繕や資本的支出への活

用、借入金又は投資法人債の返済又は償還、新規物件の

取得資金への充当、自己投資口の取得等の他の選択肢に

ついても検討の上、利益を超えた金銭の分配（出資の払

戻し）を実施せず、又は前2項の上限より少ない金額の利

益超過分配に留めることもできる。

（後略） （後略）

 

（２）変更の年月日

2025年2月18日
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